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－ 取引時確認における確認事項および必要な書類 － 

【 個人のお客さま※１ 】 

氏名・住所・生年月日 

顔写真のある本人確認書類 

 ・ 運転免許証 

 ・ 運転経歴証明書（2011年 4月 1日以降交付のもの） 

 ・ 旅券（パスポート）※２ 

 ・ 在留カード 

 ・ マイナンバーカード 

等のうちいずれか 1つ 

顔写真のない本人確認書類 

 ・ 各種福祉手帳 

 ・ 年金手帳（ただし、住所・氏名・生年月日の記載があるものに限ります） 

 ・ 各種資格確認書 

等のうちいずれか 2 つもしくは上記書類に加え、公共料金の領収書等の補

完書類※３のご提示 

取引を行う目的・職業 

外国 PEPs※４の確認 
窓口等で確認させていただきます 

【 法人のお客さま※５ 】 

名称・本店や主たる 

事務所の所在地 
履歴事項全部証明書（発行後 6か月以内）※６ 

来店された方の氏名 

住所・生年月日等 

「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状の持参等により、法

人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 

事業内容・取引を行う目的 

実質的支配者（個人）の氏名・ 

住所・生年月日※７ 

 

窓口等で確認させていただきます 

 

※１ 代理人の方が来店される場合には、代理人の方の「氏名・住所・生年月日」が確認できる本人確認書類及び委任状の提示をお願いし

ます。 

本人確認書類は全て原本をご用意ください。コピーでの対応は致しかねます。 なお、法定代理人の方が来店される場合は、代理権限

の確認が可能な書類のご提示を併せてお願いします。 

※２ 2020年 2月 4日以降に発給申請された旅券（パスポート）には、住所記載（所持人記入欄）がない為、他の本人確認書類または後記

※３の補完書類についても併せてご提示をお願いします。 

※３ 補完書類とは、納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等をいい、領収日付または発行年月日がご提示を受ける日の前 6

ヶ月以内のものに限ります。ただし携帯電話の領収書は除きます。 

※４ 外国 PEPs とは、外国の高位の政治家、政府高官、司法官、軍当局者等、特に公的な機能を任されている（過去に任されていた場合も

含む）個人、またはその親族をいいます。詳しくは２ページをご確認ください。 

※５ 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類（上記）以外の書類のご提示をお願いすることがございます。また、国、地方公共団

体、上場企業等については一部取扱いが異なる場合がございます。 

※６ 同法にもとづき履歴事項全部証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ございますが、1通のみで結構です。 

※７ 実質的支配者に該当する方は、法人の形態により異なります。恐れ入りますが、３ページをご確認ください。 
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　　□　我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職

　　□　我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

　　□　我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職

　２．上記１に掲げる者の親族（配偶者（事実婚含む）、父母、子、兄弟姉妹、ならびにこれらの者以外の配偶者の父母及び子）

　　□　我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に

　　　　相当する職

　　□　中央銀行の役員

　　□　予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

【外国ＰＥＰｓの範囲】

●「外国の重要な公人」（外国ＰＥＰｓ）とは以下に該当する者のことをいいます。

　１．以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらのものであった方

　　□　国家元首

　　□　我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

　犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」とします。）が改正されたことに伴い、平成２８年１０月１日から、外国の重要な

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴う確認のお願い（外国の重要な公的地位にある方との特定取引について）

公的地位にある方（外国ＰＥＰｓ）である方（過去にその地位にあった方）およびその家族の方、ならびにこれらの方が実質的支配者である法人の

お客さまについては、次のとおり厳格な確認の対象となります。

　お手数おかけして誠に申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

　⇒　既に本人特定事項等の確認が行われていても、新たに別の預金口座の開設などを行う場合には、再度確認をお願いすることとなります。

　　　また、２００万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項（氏名、住居、生年月日）の確認に加えて、資産

　　　および収入の状況について書類（源泉徴収票、預貯金通帳等）で確認をさせていただくことになります。

　なお、外国の重要な公的地位にある方とは、次に示すとおりです。
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犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 う 実 質 的 支 配 者 の 確 認 の お 願 い （ 法 人 の お 客 さ ま ）

　お手数おかけして誠に申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

法人、一般財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等）は、右の図に従って実質的支配者をご判断いただき、その方の氏名、住居、生年月日を

ご申告ください。

　なお、既に当組合でお取引いただいているお客さまにおかれましても、実質的支配者の定義の変更に伴い、改めてご確認をさせていただく場合がござい

ますので、ご了承ください。

　犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」とします。）が改正されたことに伴い、平成２８年１０月１日から法人のお客さまにおける

実質的支配者の定義が変更になっております。

　法人のお客さまにおかれましては、資本多数決法人である場合（株式会社、有限会社等）は、左の図に従って、資本多数決法人でない場合（一般社団

議決権の５０％超を保有する
自然人の方がいますか？

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。）

出資・融資・取引その他の関
係を通じて事業活動に支配
的な影響力を有すると認め
られる自然人がいますか？

その個人の方

法人を代表し、その業務を執
行する個人の方

いる場合

いる場合

いない場合

いない場合

お客さまが資本多数決法人である場合

収益総額の５０％超の配当を
受ける自然人がいますか？

出資・融資・取引その他の関
係を通じて事業活動に支配的
な影響力を有すると認められ
る自然人がいますか？

法人を代表し、その業務を執
行する個人の方

いる場合

お客さまが資本多数決法人でない場合

または

議決権の２５％超を保有する
自然人の方がいますか？

いない場合

いる場合

いない場合

いる場合

いる場合

いない場合

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。）

収益総額の２５％超の配当を
受ける自然人がいますか？

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。）

その個人の方

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。）


